
審 議 会 等 の 会 議 結 果 報 告 書 

 課所名 消防庶務課 

会 議 名  令和３年度 第一回諏訪市消防委員会 

開催日時 令和 ３ 年 ５ 月 ２７ 日（ 木 ）     １８ 時 ３０ 分 ～ １９ 時 ３０ 分 

開催場所 諏訪市役所 大会議室 

出 席 者 

（出席者）   市長 ：  金子 ゆかり 
（敬称省略） 委員 ：  藤森 芳樹 ・ 宮坂 吉一 ・ 小池 敏彦 ・ 浅野 正樹  

小林 雄二 ・ 茅野 幸則 ・ 宮坂 征和 ・ 細川 洋一 
岩波 幸子 ・ 武井 次子 ・ 樋口 いずみ ・ 小池 玲子 
笠原 敏彦  以上１３名  

職員 ： 五味消防庶務課長 ・ 平山庶務係長 ・ 今井事務担当 

資   料 ・ 次第 
・  消防委員資料冊子（条例、消防機関機構図、消防団概要、予算、年間行事等） 

○ 協議議題（内容）及び会議結果（要旨） 
１ 開 会 

２ 市長あいさつ 

３ 自己紹介（委員・職員） 

４ 議題 

（１）令和３年度予算主要事業について（消防委員資料冊子にて説明） 

（２）消防業務の現状と課題について（各外郭団体） 

（３）その他 

５ その他 

６ 閉 会 

 

○ 会議結果（要旨） 

１ 報告事項を事務局から説明を行う。 

（１）資料に基づき、消防委員の職務について、消防庶務課・消防団の機構、消防団員数、分団別管轄、令和３年

度予算・主要事業、広域消防組織と出動件数、消防団年間行事、消防団サポートショップ・協力事業所等に

ついて説明を行う。 

（２）消防委員会視察研修について、消防行政に対する理解を委員改選の初年度に深めてもらうため、実施時期

等の説明を行う。 

（３）無線講習会について、隔年実施による消防団員４０名対象の講習時期について説明を行う。 

（４）お舟祭りに伴う消防団雑踏警備について、新型コロナウイルス感染拡大の状況による今後の予定について

経過説明を行う。 

（５）消防団員装備品について、昨年の４７品目から６５品目に選択品目を増やした中、現状の新型コロナウイル

ス感染拡大を踏まえた感染対策用の装備品の貸与状況の説明を行う。 

（６）事業内容について、「積載車・小型ポンプの更新予定」・「屯所の解体」・「水防倉庫の建替え」の説明を行う。 

 



 

２ 消防庶務課に事務局のある外郭団体等から、現状と課題等について意見をいただく。 

（１）諏訪市消防団 

・ 令和２年度の各種訓練や行事等の中止及び延期について経過説明。 

・ 新型コロナウイルス感染拡大に伴う諏訪市消防団の活動「ガイドライン」について説明。 

 ・ 新型コロナウイルスに伴う、市消防ポンプ操法大会延期について目的と経過説明。 
・ 諏訪市消防団「団員確保検討委員会」の検討事項について経過説明。 
・ 諏訪１丁目で発生した火災について、各分団及び出動団員数の報告。コロナ禍における活動状況と各団

員のご家族及び職場の協力について感謝と経過説明。 
（２）防犯協会連合会 

・ 振り込み詐欺防止に対する活動状況の経過説明。 
（３）諏訪赤十字病院 
 ・ 新型コロナウイルス感染拡大に伴う院内の感染対策について説明。 
 ・ 職員の行動自粛、医療関係者のワクチン接種状況、市内ワクチン接種協力体制について状況説明。 
（４）諏訪市防火防犯組合連合会 
 ・ 昨年度からのコロナ禍における活動報告。 
 ・ 防犯灯設置事業の今年度の状況報告。 
・ 各地区の防火防犯活動の経過説明。 
・ 各地区の協力体制、再編についての検討事項。 

（５）諏訪市防火管理協会 
 ・ 令和２年度に実施した諏訪市消防団への照明器具寄附事業の経過報告。 
・  各事業所に於ける防火管理体制、情報交換、支援、啓蒙活動の経過説明。 

（６）諏訪防災ネットワーク 
 ・ 新規外郭団体の目的及び発足経過、会員状況、今後の活動計画「講習会、訓練、派遣講師等」の説明。 
  
５ その他 
（１）消防団員の報酬等の基準の策定等について、総務省消防庁からの通知を踏まえた経過説明を行う。 
 ・ 消防団員の出動手当を「報酬」に見直し、出動１日当たり８,０００円、年額報酬３６,５００円の標準額、消防団

員個人への直接支給方法について、通知内容の説明を行う。 
 ・ 事務局にて、現在までの改善内容「分団運営交付金、消防団員年報酬」について経過説明を行う。 
・ 当市の現状の支給額、出動の態様に伴う支給範囲、県内での支給額の現状等の説明を行う。 
・ 当市の出動に関する支給額については、通知内容を踏まえて現状を鑑み調整していくことの説明を行う。 
・ 令和４年度からの年報酬及び出動報酬の直接個人支給について、今後の説明を行う。 
・ 令和３年度の状況から、直接個人支給を前倒しして実施する場合についての説明を行う。 

（２）今後については、必要により消防委員会を開催し各委員からの意見をいただくこととする。 
以上 

 


